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花菖蒲

公示制度は、第三者の監視による牽制的効果を目的として、
一定額以上の所得金額又は税額がある場合に、税務署の掲示板に、氏名（社名）、住所、所
得金額等を公示する制度。本年4月1日から、所得税、相続税、贈与税、法人税及び地価税
（現在適用停止中）の申告書に係る公示制度が、廃止されています。

公示制度の廃止

国　税／ 5月分源泉所得税の納付 6月12日

国　税／所得税の予定納税額の通知 6月15日

国　税／ 4月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 6月30日

国　税／ 10月決算法人の中間申告 6月30日

国　税／ 7月、10月、1月決算法人の消費税等の

中間申告（年3回の場合） 6月30日

地方税／個人の道府県民税及び市町村民税の納付

（第1期分） 市町村の条例で定める日

労　務／健康保険・厚生年金保険

賞与等支払届 支払後5日以内

労　務／ 児童手当現況届（市町村役場に提出）

6月30日
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青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
中
小
企
業

者
等
が
、
三
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却

資
産
を
取
得
し
た
場
合
に
、
全
額
を
損

金
算
入
で
き
た
制
度
が
、
平
成
十
八
年

度
税
制
改
正
で
上
限
規
制
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
判
断
基
準
を
整
理
す

る
意
味
で
以
下
、
少
額
減
価
償
却
資
産

に
関
す
る
三
つ
の
制
度
の
ポ
イ
ン
ト
を

説
明
し
ま
す
。

法
人
が
事
業
の
用
に
供
し
た
減
価
償

却
資
産
で
、
使
用
可
能
期
間
が
一
年
未

満
で
あ
る
も
の
又
は
取
得
価
額
が
一
〇

万
円
未
満
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

損
金
経
理
に
よ
り
即
時
損
金
算
入
で
き

ま
す
。

取
得
価
額
が
一
〇
万
円
未
満
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
通
常
一
単
位
と
し
て
取

引
き
さ
れ
る
そ
の
単
位
、
例
え
ば
、
機

械
及
び
装
置
に
つ
い
て
は
一
台
又
は
一

基
ご
と
に
、
工
具
、
器
具
及
び
備
品
に

つ
い
て
は
一
個
、
一
組
又
は
一
そ
ろ
い

ご
と
に
判
定
し
ま
す
。

中
小
企
業
者
に
該
当
す
る
法
人
又
は

農
業
協
同
組
合
等
で
青
色
申
告
書
を
提

出
す
る
法
人
が
、
平
成
十
五
年
四
月
一

日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
三
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却

資
産
を
取
得
等
し
て
事
業
の
用
に
供
し

た
場
合
に
は
、
損
金
経
理
に
よ
り
即
時

損
金
算
入
を
認
め
て
い
る
も
の
で
す
。

一
台
が
三
〇
万
円
未
満
な
ら
ば
、
何
台

購
入
し
て
も
適
用
対
象
で
し
た
。

改
正
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
四
月
一

日
以
後
取
得
等
の
も
の
か
ら
は
、
取
得

価
額
の
合
計
額
が
、
一
事
業
年
度
に
つ

き
三
〇
〇
万
円
が
限
度
と
な
り
ま
し
た
。

三
〇
〇
万
円
を
超
え
る
部
分
に
係
る
減

価
償
却
資
産
は
適
用
対
象
外
と
な
り
ま

す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

図
表
１
に
掲
げ
る
法
人
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

図表１　中小企業者等 

図表２ 
一括償却 
資産 

区　分 

資本又は出資の金額が1億円超の法人 

資
本
又
は
出
資
の 

金
額
が
１
億
円
以
下 

の
法
人 

同一の大規模法人が資本又は出資の金額の2分の1以上を所有している法人 

2以上の大規模法人が資本又は出資の金額の3分の2以上を所有している法人 

※大規模法人＝資本金1億円超又は従業員1000人超の法人。 

※損金経理＝確定した決算において、費用又は損失として経理すること。 

上記以外の法人 

資
本
又
は 

出
資
の
金
額
を 

有
し
な
い
法
人 

常時使用する従業員が1,000人以下の法人 

農
業
協
同 

組
合
等 

上記以外の法人 

非
　
該
　
当 

非
該
当 

中
　
小
　
企
　
業
　
者 

中
　
小
　
企
　
業
　
者
　
等 

損金算入（損金経理） 

事業供用年度 

１ 
― 
３ 

損金算入（損金経理） 

翌年度 

１ 
― 
３ 

翌々年度 

償却 
終了 

損金算入（損金経理） 

１ 
― 
３ 

3
つ
の
特
例
要
点
整
理 

少 
額 

減 

価 

償 

却 

資 

産 
２

取
得
価
額
の
判
定

１
　
概
要

Ⅰ

少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額

の
損
金
算
入
（
全
法
人
適
用
）

１
　
概
要

２
　
適
用
対
象
法
人

Ⅱ

中
小
企
業
者
等
の
少
額
減
価
償
却

資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
の

特
例
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適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定
申

告
書
等
に
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得

価
額
に
関
す
る
明
細
書
を
添
付
し
て
申

告
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

取
得
価
額
が
二
〇
万
円
未
満
の
減
価

償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
年
度
ご

と
に
、
一
括
し
て
三
年
間
で
償
却
で
き

る
方
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

取
得
価
額
が
二
〇
万
円
未
満
の
減
価

償
却
資
産
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

な
お
、
法
人
が
事
業
の
用
に
供
し
た

取
得
価
額
二
〇
万
円
未
満
の
減
価
償
却

資
産
の
う
ち
、
ど
の
減
価
償
却
資
産
を

一
括
償
却
の
対
象
に
す
る
か
は
、
法
人

の
任
意
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
取
得
価
額
が
一
〇
万
円
未
満

の
減
価
償
却
資
産
で
も
、
即
時
損
金
算

入
の
対
象
と
せ
ず
に
、
一
括
償
却
の
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し
た
事

業
年
度
以
後
の
損
金
算
入
額
は
次
の
算

式
に
よ
り
ま
す
（
図
表
２
参
照
）。

一
括
償
却
資
産
を
事
業
の
用
に
供
し

た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
確
定
申
告

書
に
一
括
償
却
資
産
に
係
る
一
括
償
却

対
象
額
の
記
載
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

計
算
に
関
す
る
書
類
を
保
存
し
て
い
る

場
合
に
限
り
適
用
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

損
金
算
入
さ
れ
る
金
額
の
計
算
に
関
す

る
明
細
書
（
別
表
十
六
（
六
））
を
確
定

申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

少
額
減
価
償
却
資
産
に
関
す
る
三
つ

の
取
扱
い
を
ま
と
め
る
と
図
表
３
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。

図表３　少額減価償却資産の損金算入と一括償却との関係 

使用可 
能期間 取得価額 

30万円以上 

一
　
年
　
以
　
上 

一
年
未
満 

10万円未満 

取得価額制限なし 

30万円未満 

20万円以上 

20万円未満 

 

10万円以上 

取　扱　い 

③全額損金算入 

１ 
― 
３ 

②一括償却（3年償却） 

①資産計上 

償却限度額計算 

減価償却費 

１００％ 

法
人
の
選
択 

法人の選択 

法人の選択 

法
人
の
選
択 

法人の選択 

20
万
円
未
満 

に
限
る 

〔 

〕 

（注）　青色申告書を提出する中小企業者 
 等に限る 

（注） 

（注） 

※①～③全て損金経理が要件 

当
該
事
業
年
度
の
月
数

一
括
償
却
対
象
額
×
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜
｜

36

１
　
概
要

２
　
対
象
資
産

３
　
損
金
算
入
額

４
　
適
用
要
件

Ⅲ

一
括
償
却
資
産
の
損
金
算
入

Ⅳ

要
点
整
理

３
　
適
用
要
件
等
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企
業
経
営
に
お
け
る
法
律
ト
ラ
ブ
ル
に

備
え
、
弁
護
士
と
顧
問
契
約
を
結
ぶ
企
業

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、
法

人
が
支
払
う
弁
護
士
費
用
の
損
金
算
入
時

期
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
　
月
々
に
支
払
う
顧
問
料

支
払
期
日
を
含
む
事
業
年
度
で
損
金
算

入
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
弁
護
士
に
対
す
る

顧
問
料
は
特
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た

め
の
対
価
で
す
の
で
、
一
年
分
を
前
払
い

し
た
と
し
て
も
短
期
前
払
費
用
の
取
扱
い

は
で
き
ま
せ
ん
。

二
　
訴
訟
の
着
手
金

着
手
金
は
訴
訟
結
果
に
関
ら
ず
支
払
わ

れ
る
も
の
で
す
の
で
、
そ
の
支
払
日
を
含

む
事
業
年
度
で
損
金
算
入
さ
れ
ま
す
。

三
　
成
功
報
酬

弁
護
士
と
の
契
約
上
、
次
の
す
べ
て
の

条
件
を
満
た
す
こ
と
と
な
っ
た
日
を
含
む

事
業
年
度
で
損
金
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

①
　
債
務
が
成
立
し
て
い
る

②

具
体
的
給
付
原
因
と
な
る
事
実
が
発

生
し
て
い
る

③
　
金
額
を
具
体
的
に
算
定
で
き
る

弁
護
士
費
用
の
損
金
算
入
時
期

平
成
十
八
年
五
月
に
所
有
し

て
い
る
別
荘
（
土
地
・
建
物
）

を
譲
渡
す
る
契
約
を
締
結
し
、
手
付
金

と
し
て
譲
渡
代
金
の
二
〇
％
を
受
領
し

ま
し
た
。
平
成
十
九
年
一
月
に
こ
の
別

荘
を
引
渡
し
、
所
有
権
移
転
手
続
き
を

行
い
、
残
金
を
受
領
す
る
予
定
で
す
。

こ
の
場
合
の
譲
渡
所
得
は
ど
の
年
分
の

所
得
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

譲
渡
所
得
の
収
入
計
上
時
期

は
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
資

産
の
引
渡
し
が
あ
っ
た
日
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

し
か
し
、
納
税
者
の
選
択
に
よ
り
、

そ
の
資
産
の
譲
渡
契
約
の
効
力
発
生
日

に
よ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

ご
質
問
の
ケ
ー
ス
で
は
、
原
則
的
取

扱
い
と
し
て
平
成
十
九
年
分
の
譲
渡
所

得
と
し
て
申
告
し
て
も
良
い
で
す
し
、

平
成
十
八
年
分
の
譲
渡
所
得
と
し
て
申

告
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
と

な
り
ま
す
。

固
定
資
産
の

譲
渡
の
時
期

当社では、販売担当の従業員がマ

イカーを販売業務用に使用する場合

には、当社が私有車借上料を支払う

こととしています。この場合の借上料を受け

取る従業員の課税関係はどのようになります

か？

従業員が、その自動車の使用によ

る走行距離等の使用実績に基づき金

銭の支給を受ける場合で、その金銭

が従業員の職務遂行のための出張旅費等に代

えて支給されているときは、その出張に通常

必要であると認められる部分（実費部分）に

ついては非課税として取り扱われます。

しかし、実費部分を超えて支給されている

場合には、その借上料はその従業員にとって

は、車両賃貸料であるので、その超過支給部

分のうち賃貸料として相当と認められるもの

は従業員の雑所得に該当します。

また、その超過支給部分で従業員が私用に

使用した場合など、賃貸料として相当と認め

られないものは、従業員という地位に基づく

特別利益として、給与所得に該当します（源

泉徴収が必要）。

なお、走行距離実績に基づかず、月単位定

額制で賃貸借契約を締結している場合などは、

その賃貸料は非課税となる旅費の実費弁償と

はいえず、従業員がその所有する車両を賃貸

していることから賃貸料として相当と認めら

れるものは雑所得に、賃貸料として相当と認

められないものは給与所得に該当します。

雑所得に該当する場合であっても、その支

払を受ける従業員の給与等の金額が2,000万円

以下で次の要件のいずれかを満たせば確定申

告は不要とされています。

① 一の給与の支払を受ける者のその他の所

得金額が20万円以下である場合

② 二以上の給与の支払を受ける者の従たる

給与とその他の所得の合計金額が20万円以

下である場合

社員の自家用車の借上料

問

答

税金 

メモ 
一口 




